
「ハロウィンジャンボ宝くじ」などを発売

　「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ
ウィンジャンボミニ宝くじ」が 10 月 11
日から全国で発売されます。
　この宝くじは市町村振興を目的としてお
り、収益金は市町村の明るく住みよいまち
づくりに使われます。
○発売期間
　10 月 11 日（水）～ 10 月 31 日（火）
○主な当選金
・「ハロウィンジャンボ宝くじ」
　（※発売総額 300 億円、10 ユニットの場合）
　１　等　3 億円× 10 本
　前後賞　1 億円× 20 本
・「ハロウィンジャンボミニ宝くじ」
　（※発売総額 120 億円、４ユニットの場合）
　１　等　3000 万円× 40 本
　前後賞　1000 万円× 80 本

平
成
30
年
成
人
式
の
案
内

　

町
で
は
新
成
人
で
、
現
に
長
島

町
に
住
民
票
を
置
い
て
い
る
人
お

よ
び
町
外
居
住
者
で
あ
っ
て
も
、

町
内
の
中
学
校
を
卒
業
し
、
家
族

が
現
に
長
島
町
に
居
住
し
て
い
る

人
を
対
象
と
し
た
平
成
30
年
長
島

町
成
人
式
を
次
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。

○
期
日

　

平
成
30
年
１
月
４
日
（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
～

○
場
所

　

長
島
町
文
化
ホ
ー
ル

○
対
象
者

　

平
成
９
年
４
月
２
日
～
平
成
10

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

○
会
費

　

１
０
０
０
円

　

※
町
か
ら
記
念
写
真
、
記
念
品

の
贈
呈
が
あ
り
ま
す
。

○
案
内
状

　

11
月
上
旬
発
送

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
（
88
）
６
５
０
０
［
直
通
］

稲
わ
ら
公
表
参
考
価
格
が
決
定

　

平
成
29
年
度
稲
わ
ら
公
表
参
考

価
格
に
つ
い
て
、
出
水
地
域
国
産

稲
ワ
ラ
耕
畜
連
携
会
議
で
協
議
し

た
結
果
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
稲
わ
ら
価
格
（
10
㌃
当
た
り
）

・
掛
け
干
し　
　

９
，
７
０
０
円

・
コ
ン
バ
イ
ン　

４
，
８
０
０
円

○
規
格
お
よ
び
条
件

・
十
分
に
乾
燥
さ
せ
、
長
期
保
存

に
耐
え
ら
れ
る
物

・
稲
わ
ら
は
、
運
搬
可
能
な
場
所

に
集
積
し
て
あ
る
こ
と

・
天
気
が
崩
れ
る
時
は
、
双
方
連

絡
し
て
雨
に
濡
れ
な
い
よ
う
に
対

策
す
る
こ
と

○
稲
わ
ら
と
堆
肥
を
交
換
す
る
場

合
の
堆
肥
量
（
10
㌃
当
た
り
）

　

２
㌧
車
一
台
分
（
完
熟
堆
肥
と

す
る
）

※
上
記
条
件
に
適
合
し
な
い
場
合

は
、
両
者
で
協
議
し
て
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
農
林
課

　

☎
（
88
）
５
６
７
０
［
直
通
］

１
ア
ー
ル
ハ
ウ
ス
設
置
支
援

事
業
者
を
募
集

　

町
で
は
、
特
産
品
直
売
施
設
に

農
産
物
を
出
荷
す
る
こ
と
や
農
家

の
生
産
意
欲
の
向
上
な
ど
を
目
的

所
を
開
設
し
ま
す
。

○
相
談
内
容

　

境
界
の
ト
ラ
ブ
ル
相
談
、
筆
界

特
定
に
関
す
る
相
談

○
日
時

　

11
月
23
日
（
木
・
祝
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

○
会
場

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

○
相
談
担
当

　

法
務
局
職
員
お
よ
び
土
地
家
屋

調
査
士

○
そ
の
他

　

相
談
希
望
の
か
た
は
、
11
月
22

日
（
水
）
ま
で
に
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
相
談

内
容
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部
門

　

☎
０
９
９
（
２
５
９
）
０
６
９
５

年
末
調
整
説
明
会
を
開
催

　

阿
久
根
市
・
長
島
町
の
源
泉
徴

収
義
務
者
を
対
象
と
し
た
「
平
成

29
年
分
給
与
所
得
の
年
末
調
整
説

明
会
」
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。

　

年
末
調
整
の
際
に
使
用
す
る

「
平
成
29
年
分
年
末
調
整
の
し
か

た
」
や
「
保
険
料
控
除
申
告
書
」

な
ど
各
種
用
紙
に
つ
い
て
は
、
10

月
23
日
以
降
順
次
発
送
し
ま
す
。

　

説
明
会
出
席
の
際
に
は
、
送
付

さ
れ
た
各
種
用
紙
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
都
合
が
悪
い
場
合
は
、

11
月
22
日
（
水
）
の
出
水
市
音
楽

ホ
ー
ル
で
も
出
席
い
た
だ
け
ま

す
。

○
日
時

　

11
月
21
日
（
火
）

　

午
後
２
時
～
午
後
４
時

○
会
場

　

阿
久
根
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署
法
人
課
税
部
門

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

１
万
平
方
㍍
を
超
え
る
土
地

の
取
引
に
は
届
出
を

　

国
土
交
通
省
で
は
、
10
月
を

「
土
地
月
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

1
万
平
方
㍍
を
超
え
る
土
地
取
引

に
は
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ

き
、
契
約
の
日
か
ら
2
週
間
以
内

に
届
出
が
必
要
で
す
。
土
地
対
策

の
重
要
性
を
理
解
し
、
適
切
な
土

地
取
引
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
地
域
政
策
課

に
１
ア
ー
ル
ハ
ウ
ス
設
置
支
援
事

業
を
実
施
し
ま
す
。

　

ハ
ウ
ス
内
で
野
菜
作
り
に
挑
戦

し
て
み
た
い
か
た
、
農
産
物
の
出

荷
期
間
拡
大
を
目
指
し
た
い
か
た

な
ど
を
対
象
に
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

○
事
業
対
象
品
目

　

町
内
の
直
売
施
設
出
荷
用
の

「
野
菜
」

○
採
択
基
準

　

①
１
戸
の
世
帯
で
設
置
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と

　

②
受
益
面
積
が
１
ア
ー
ル

（
１
０
０
㎡
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

③
ハ
ウ
ス
設
置
予
定
地
が
農
地

で
あ
る
こ
と
。

　

※
こ
の
ほ
か
に
も
条
件
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

○
補
助
額

　

事
業
実
施
に
要
す
る
経
費
の
１

／
２
以
内
（
上
限
１
５
０
千
円
）

○
募
集
人
員
＝
10
人

○
そ
の
他

　

事
業
導
入
後
３
年
間
に
限
り
事

業
実
績
報
告
を
義
務
付
け
ま
す
。

◎
申
込
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
農
林
課
農
政
係

　

☎
（
88
）
５
６
７
０
［
直
通
］

宅
地
建
物
取
引
無
料
相
談
を

実
施

　

県
お
よ
び
公
益
社
団
法
人
鹿
児

島
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
で

は
、
次
の
と
お
り
宅
地
建
物
に
か

か
る
無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

○
日
時

　

11
月
６
日
（
月
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

○
会
場

　

川
内
文
化
ホ
ー
ル
１
階
会
議
室

○
相
談
内
容

　

・
宅
地
や
建
物
の
取
引
に
関
す

る
こ
と

　

・
税
金
に
関
す
る
こ
と

　

・
相
続
、
贈
与
に
関
す
る
こ
と

　

・
登
記
に
関
す
る
こ
と　

な
ど

○
相
談
員

　

弁
護
士
、
税
理
士
、
土
地
家
屋

調
査
士
、
司
法
書
士

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
土
木
部
建
築
課
管
理
係

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
３
７
０
７

境
界
ト
ラ
ブ
ル
休
日
無
料
相

談
所
を
開
設

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
で
は
、
平

日
に
法
務
局
の
相
談
窓
口
な
ど
を

利
用
で
き
な
い
か
た
の
利
便
を
図

る
た
め
、
次
の
と
お
り
無
料
相
談

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
４
３
８

　

役
場
企
画
財
政
課
広
報
統
計
係

　

☎
（
86
）
１
１
３
４
［
直
通
］

11
月
は
不
法
投
棄
防
止
強
化

月
間
で
す

　

県
で
は
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法

投
棄
な
ど
の
根
絶
を
図
る
た
め
、

毎
年
11
月
を
「
不
法
投
棄
防
止
強

化
月
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
不
法
投
棄
防
止
の

啓
発
活
動
や
不
法
投
棄
防
止
パ
ト

ロ
ー
ル
な
ど
を
強
化
し
て
い
ま

す
。
不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で

す
。
こ
の
機
会
に
一
人
ひ
と
り
が

「
不
法
投
棄
を
し
な
い
。
さ
せ
な

い
。
見
つ
け
た
ら
す
ぐ
電
話
を
」

と
い
う
意
識
を
持
ち
、
不
法
投
棄

の
な
い
住
み
よ
い
地
域
を
つ
く
り

ま
し
ょ
う
。

　

産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
発

見
し
た
ら
、
お
近
く
の
地
域
振
興

局
ま
た
は
県
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク

ル
対
策
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
３
８
１
０

　

北
薩
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部

　

☎
０
９
９
６
（
23
）
３
１
６
７

1415


